
議

案

第

六

十

六

号

 

 
 

 

港

区

防

災

会

議

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

九

月

十

三

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

防

災

会

議

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

防

災

会

議

条

例

（

昭

和

三

十

八

年

港

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

条

第

一

号

中

「

お

よ

び

」

を

「

及

び

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

二 

区

長

の

諮

問

に

応

じ

て

区

の

地

域

に

係

る

防

災

に

関

す

る

重

要

事

項

を

審

議

す

る

こ

と

。 

 

第

二

条

第

三

号

中

「

前

各

号

」

を

「

前

三

号

」

に

、

「

ま

た

は

」

を

「

又

は

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

三 

前

号

に

規

定

す

る

重

要

事

項

に

関

し

、

区

長

に

意

見

を

述

べ

る

こ

と

。

 

第

三

条

第

五

項

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。 

十

二 

自

主

防

災

組

織

を

構

成

す

る

者

又

は

学

識

経

験

者

 



 

十

三 

陸

上

自

衛

隊

の

隊

員

 

第

三

条

第

六

項

中

「

五

十

二

人

」

を

「

六

十

九

人

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

７ 

第

五

項

第

十

二

号

に

規

定

す

る

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

た

だ

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。 

 

第

六

条

第

四

項

中

「

五

十

人

」

を

「

五

十

三

人

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

災

害

対

策

基

本

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

四

十

一

号

）

の

施

行

に

よ

る

災

害

対

策

基

本

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

二

百

二

十

三

号

）

の

一

部

改

正

及

び

防

災

会

議

の

委

員

構

成

の

見

直

し

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

  


